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村上市次世代育成支援行動計画について 

 

１ 計画策定の趣旨 

  国、地方公共団体、企業等が一体となって一層の少子化対策に取り組むため、平成１５年７ 

 月に制定された「次世代育成支援対策推進法」により、すべての市町村が平成１７年４月から 

 １０年間の行動計画を策定することが義務付けられ、村上市が合併する前の旧５市町村におい 

 て次世代育成支援対策の実施に関する市町村行動計画を策定し、その施策の推進に取り組んで 

 きました。 

  本市は、平成２０年４月に村上市、荒川町、神林村、朝日村、山北町の１市２町２村が合併 

 し、新しい村上市のもとで計画策定の必要な見直しを行い平成２２年度から５年間の村上市次 

 世代育成支援行動計画（後期計画）を策定しました。 

  この計画は、平成２６年度を最終年度として「子ども・子育て会議」へ包括・引き継がれて 

 行くこととなりました。 
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２ 村上市次世代育成支援行動計画策定委員会 

  次世代育成支援行動計画の策定にあたり、平成２０年度に市内部職員の関係課実務者級によ 

 る次世代育成支援行動計画策定検討委員会を発足させました。平成２１年度に市長の諮問機関 

 として次世代育成支援行動計画策定委員会を設置して計画策定を行いました。 

 ⑴ 次世代育成支援行動計画策定検討委員会 

年 月 日 内  容 

平成２０年 ９月 ９日 

第１回次世代育成支援行動計画策定検討委員会 

 ・ニーズ調査の実施の概要説明 

 ・調査業務のスケジュールについて 

 ・調査項目の検討 

平成２０年１０月 ２日 

第２回次世代育成支援行動計画策定検討委員会 

 ・調査項目の意見、要望等集計結果について 

 ・調査項目の検討 

平成２０年１０月１４日 
第３回次世代育成支援行動計画策定検討委員会 

 ・「調査票」第３案の審議 

平成２１年 ３月２５日 

第４回次世代育成支援行動計画策定検討委員会 

 ・調査結果について 

 ・調査項目の集計結果について 

 ・計画作成に向けたスケジュール（案）について 
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 ⑵ 次世代育成支援に関するニーズ調査の実施 

   計画策定にあたって、子育て支援に関する状況や保育サービス等、サービスの量的・質的 

  なニースを把握し、策定の基礎資料として市民の意見を計画的に反映することを目的に就学 

  前児童の保護者、小学校児童の保護者を対象にニーズ調査を実施しました。 

【調査概要】 

調査実施日 平成２０年１２月 

【回収結果】 

 配布数 回収数 回収率 有効回答数 

就学前児童用 ２，３０７ １，７２３ ７４．７％ １，７１８ 

小学校児童用 ２，８１１ ２，５０６ ８９．１％ ２，４８６ 

【調査方法】 

就学前児童用 保育園等に配布・回収を依頼、及び郵送にて配布・回収を行いました・ 

小学校児童用 小学校に配布・回収を依頼しました。 

 

 ⑶ 村上市次世代育成支援行動計画策定委員会 

年 月 日 内  容 

平成２１年 ７月１４日 

第１回次世代育成支援行動計画策定委員会 

 ・次世代育成支援行動計画の現状について 

 ・後期行動計画について 

 ・今後のスケジュールについて 

平成２１年１２月２１日 

第２回次世代育成支援行動計画策定委員会 

 ・後期行動計画素案について 

 ・後期行動計画の「基本理念」について 

平成２２年 ２月１９日 

第３回次世代育成支援行動計画策定委員会 

 ・後期行動計画素案について 

 ・答申について 

 

 ⑷ 村上市次世代育成支援行動計画の実施状況 

   各行動計画について、中間年の平成２４年度の実施状況等は取りまとめ中です。 

  残りの平成２５年度・平成２６年度において最終実施状況を取りまとめ後に子ども・子育て 

  会議へと引き継がれて行く予定です。 
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３ 次世代育成支援に関するニーズ調査結果の状況（抜粋） 

 [本文グラフ表示について] 

   カッコ内、ｎは設問への回答者数を表しています。 

   回答の比率は、すべての小数点第２位を四捨五入して算出しています。したがって、 

  回答者比率の合計が１００％にならない場合があります。 
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４ 行動計画の概要 

 ⑴ 基本理念 

  「子育てを みんなで支えるまちづくり」 

   本計画は、上位計画である第１次村上市総合計画において重点的に推進する戦略プロジェ 

  クトの重点施策である「健やか・子育て推進プロジェクト」に基づいた基本理念です。 

 

 ⑵ 基本目標に基づく施策の体系 

 

  基本目標から打ち出された各「施策の方向性」ごとに行動計画を策定して行きました。 
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 ⑶ 行動計画の内容 

   具体的な行動計画について、その策定内容をいくつか示します。 
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